
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

廃

物

と

認

定

す

る

こ

と

が

困

難

な

放

置

自

動

車

航

空

企

画

推

進

課

の

処

分

等

○

特

定

施

設

の

構

造

等

変

更

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
号

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う

）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
動
車

。

に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

放
置
自
動
車
の
種
類
、
名
称
、
形
状
、
数
量
及
び
自
動
車
登
録
番
号

種

類

及

び

名

称

形
状
及
び
数
量

自

動

車

登

録

番

号

軽
乗
用
自
動
車

三
菱

ミ
ニ
カ

箱
型

一
台

岡
山
五
八
〇
た
七
六
四
五

小
型
乗
用
自
動
車

ト
ヨ
タ

ヴ
ィ
ッ
ツ

箱
型

一
台

倉
敷
五
三
〇
せ
五
二
〇
〇

普
通
乗
用
自
動
車

三
菱

レ
グ
ナ
ム

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

岡
山
三
〇
〇
む
二
四
八
九

ワ
ゴ
ン

一
台

軽
貨
物
自
動
車

ス
ズ
キ

エ
ブ
リ
ィ

バ
ン

一
台

倉
敷
四
八
〇
あ
七
一
三
〇

二

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
九
日

三

放
置
自
動
車
が
放
置
さ
れ
て
い
る
場
所

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七
（
岡
山
空
港
駐
車
場
）

四

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
に
掲
げ
る
放
置
自
動
車
を

処
分
す
る
。

五

担
当
の
組
織
の
名
称
及
び
連
絡
先

岡
山
県
岡
山
空
港
管
理
事
務
所
総
務
課

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七

電
話
番
号

〇
八
六

二
九
四

五
五
五
〇

－
－

一

放
置
自
動
車
の
種
類
、
名
称
、
形
状
、
数
量
及
び
自
動
車
登
録
番
号

種

類

及

び

名

称

形
状
及
び
数
量

自

動

車

登

録

番

号
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軽
乗
用
自
動
車

ス
ズ
キ

ア
ル
ト

箱
型

一
台

岡
山
五
八
〇
ひ
六
三
五
七

二

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
五
日

三

放
置
自
動
車
が
放
置
さ
れ
て
い
る
場
所

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七
（
岡
山
空
港
駐
車
場
）

四

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
に
掲
げ
る
放
置
自
動
車
を

処
分
す
る
。

五

担
当
の
組
織
の
名
称
及
び
連
絡
先

岡
山
県
岡
山
空
港
管
理
事
務
所
総
務
課

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七

電
話
番
号

〇
八
六

二
九
四

五
五
五
〇

－
－

一

放
置
自
動
車
の
種
類
、
名
称
、
形
状
、
数
量
及
び
自
動
車
登
録
番
号

種

類

及

び

名

称

形
状
及
び
数
量

自

動

車

登

録

番

号

小
型
乗
用
自
動
車

ホ
ン
ダ

ス
ト
リ
ー
ム

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

岡
山
五
〇
一
め
三
七
一
〇

ワ
ゴ
ン

一
台

普
通
乗
用
自
動
車

ア
ウ
デ
ィ

Ａ
四

箱
型

一
台

岡
山
三
〇
〇
や
二
二
〇
〇

二

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

三

放
置
自
動
車
が
放
置
さ
れ
て
い
る
場
所

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七
（
岡
山
空
港
駐
車
場
）

四

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
に
掲
げ
る
放
置
自
動
車
を

処
分
す
る
。

五

担
当
の
組
織
の
名
称
及
び
連
絡
先

岡
山
県
岡
山
空
港
管
理
事
務
所
総
務
課

平成２６年８月１９日　岡山県公報　第１１６１１号



岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七

電
話
番
号

〇
八
六

二
九
四

五
五
五
〇

－
－
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結

果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

パ
ン
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
カ
ッ
パ

株
式
会
社

ー

住
所

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
６
番
３
号

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

大
井

滋

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
パ
ン
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
カ
ッ
パ

株
式
会
社

日
比
製
煉
所

ー

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
日
比
六
丁
目
１
番
１
号
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(3) 特定施設に関する事項

変更なし

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更なし

(5) 排水口に関する事項

排水口番号 製煉総合排水口 製煉総合排水口

変 更 前 変 更 後
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（ｍ ／日） 8,238 15,0243

同左
ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6

ＢＯＤ（mg／ℓ） - - 8 20

ＣＯＤ（mg／ℓ） 7 15

Ｓ Ｓ（mg／ℓ） 5 20

油 分（mg／ℓ） - -

Ｔ－Ｎ（mg／ℓ） 1.5 3

Ｔ－Ｐ（mg／ℓ） 0.05 1

大腸菌群数 個／cm - -（ ）3

Ｃ ｕ（mg／ℓ） 0.03 1

Ｐ ｂ（mg／ℓ） 0.01 0.1 同左

Ｚ ｎ（mg／ℓ） 0.015 2

Ｃ ｄ（mg／ℓ） 0.003 0.01

Ａ ｓ（mg／ℓ） 0.04 0.1

Ｆ ｅ（mg／ℓ） 0.2 10

Ｍ ｎ（mg／ℓ） <1 10

Ｓ ｅ（mg／ℓ） 0.01 0.1

Ｆ （mg／ℓ） 4 7
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２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成26年８月19日から同年９月９日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び玉野市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

箕
輪
尾
張
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
堂
免
二
八
四
番
四
地

新

三
三
・
〇

先
か
ら

一
四
・
五
～

一
九
・
〇

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
堂
免
二
八
四
番
三
地

先
ま
で

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
堂
免
二
八
四
番
四
地

旧

三
三
・
〇

先
か
ら

一
〇
・
〇
～

三
八
・
〇

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
堂
免
二
八
五
番
一
地

先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

瀬
西
大
寺
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域
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別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
堂
免
二
九
二
番
一
地

一
〇
〇
・
〇

先
か
ら

一
三
・
五
～

新

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
北
向
二
八
二
番
二
地

三
〇
・
〇

先
ま
で

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
堂
免
二
九
二
番
一
地

一
〇
〇
・
〇

先
か
ら

八
・
五
～

旧

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
北
向
二
八
二
番
一
五

一
一
・
五

地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

鹿
忍
片
岡
神
崎
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
鹿
忍
六
五
四
九
番
三
地
先
か

ら

三
六
〇
・
〇

新

四
・
六
～

二
五
・
〇

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
鹿
忍
六
四
八
二
番
地
先
ま
で

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
鹿
忍
六
五
四
九
番
三
地
先
か

ら

旧

三
六
〇
・
〇

四
・
六
～九

・
〇

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
鹿
忍
六
四
八
二
番
地
先
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

久
世
中
和
線

真
庭
市
樫
西
字
大
入
二
七
四
二
番
一
地
先
か
ら

平
成
二
十
六

真
庭
市
樫
西
字
鉄
山
二
七
五
二
番
地
先
ま
で

年
八
月
十
九

日

箕
輪
尾
張
線

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
堂
免
二
八
四
番
四
地
先
か

ら瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
堂
免
二
八
四
番
三
地
先
ま

で

瀬
西
大
寺
線

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
堂
免
二
九
二
番
一
地
先
か

ら瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
北
向
二
八
二
番
二
地
先
ま

で

鹿
忍
片
岡
神

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
鹿
忍
六
五
四
九
番
三
地
先
か
ら

崎
線

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
鹿
忍
六
四
八
二
番
地
先
ま
で
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〔
三
九
四
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
八
月
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
備
前
三
た
て
会

三

代
表
者
の
氏
名

萩
原

唯
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

赤
磐
市
周
匝
一
〇
二
五
番
地
一

五

定
款
変
更
の
内
容

１

理
事
長
以
外
の
理
事
は
こ
の
法
人
の
業
務
に
つ
い
て
こ
の
法
人
を
代
表
し
な
い
旨
の
規
定
を
加

え
る
。

２

第
二
十
三
条
中
「
収
支
予
算
」
を
「
活
動
予
算
」
に

「
収
支
決
算
」
を
「
活
動
決
算
」
に
、

、

「
収
入
」
を
「
収
益
」
に
改
め
る
。

３

理
事
又
は
正
会
員
が
社
員
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
に
つ
い
て
提
案
し
た
場
合
に
お
い
て
、
正

会
員
の
全
員
が
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
同
意
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
当
該
提
案
を

可
決
す
る
旨
の
社
員
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
。

４

３
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
議
事
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
す
る
。

社
員
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

(1)

の
事
項
の
提
案
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

(2)

(1)社
員
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

(3)

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
者
の
氏
名

(4)
５

第
三
十
条
及
び
第
三
十
八
条
中
「
署
名
」
を
「
記
名
」
に
改
め
る
。

６

定
款
変
更
を
す
る
際
に
所
轄
庁
の
認
証
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
的

(1)

名
称

(2)
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そ
の
行
う
特
定
非
営
利
活
動
の
種
類
及
び
当
該
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類

(3)

（

。
）

主
た
る
事
務
所
及
び
そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地

所
轄
庁
の
変
更
を
伴
う
も
の
に
限
る

(4)

社
員
の
資
格
の
得
喪
に
関
す
る
事
項

(5)

役
員
に
関
す
る
事
項
（
役
員
の
定
数
に
係
る
も
の
を
除
く

）
。

(6)

会
議
に
関
す
る
事
項

(7)

そ
の
他
の
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
、
そ
の
種
類
そ
の
他
当
該
そ
の
他
の
事
業
に
関
す
る

(8)
事
項解

散
に
関
す
る
事
項
（
残
余
財
産
の
帰
属
す
べ
き
者
に
係
る
も
の
に
限
る

）
。

(9)

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項

(10)
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〔
三
九
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

、

、

、

、

総
社
市
宿
字
田
中
一
七
三
四

七

一
七
三
四

九

一
七
三
四

一
〇

一
七
三
四

一
三

－
－

－
－

一
七
三
四

一
四
、
一
七
三
五

一
〇

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
宿
一
二
二
三

一

－

林
田

稔

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
七
六
号
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〔
三
九
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
宿
字
三
ツ
塚
西
一
六
三
二

一
、
一
六
三
三

三

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
中
央
一
丁
目
五

一

－

渡
邊

理

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
八
二
号
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